
あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金給付事業実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、原油価格や電気・ガス料金等の高騰を受けている障害福祉サービス等事業所を支

援するため、障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金（以下「給付金」という。）を

支給するに当たり、あきる野市補助金等交付規則（平成７年あきる野市規則第２９号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。

（支給対象者）

第２条 給付金の支給対象者は、令和７年１０月１日において、東京都又はあきる野市からの指定を受

け、あきる野市内で別表に定める障害福祉サービス等事業所を運営する法人とする。

（給付金の額）

第３条 給付金の額は、別表の障害福祉サービス等事業所のサービス種別（以下「サービス種別」とい

う。）ごとに同表の右欄に定める支給金額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する障害福祉サービス等事業所は、対象としない。

（１） 障害福祉サービス等事業所の同一建物に併設される介護サービス事業所等が、別に定めるあ

きる野市介護サービス事業所等燃料等価格高騰対策支援給付金給付事業実施要領に基づき給付

金の支給を受ける場合

（２） 給付金の申請時において、休止又は廃止により利用者の受入れが行われていない場合

（３） 給付金の申請時より直近３か月間において、利用者の受入れ実績がない場合

（４） あきる野市の委託料で別表のサービス種別の運営管理が行われている場合

（申請）

第４条 給付金の支給を受けようとする者は、あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対

策支援給付金支給申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書兼請求書」という。）により市長に申請

しなければならない。

２ 給付金の申請期限は、令和７年１２月１９日とする。

（支給決定等）

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金を支給する

ことと決定したときはあきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金支給決定

通知書（様式第２号）により、支給しないことと決定したときはあきる野市障害福祉サービス等事業

所燃料等価格高騰対策支援給付金不支給決定通知書（様式第３号）により当該申請をした者に通知す

るものとする。

（交付請求）

第６条 前条の規定による給付金の支給決定を受けた者は、市長に対して給付金の交付を請求するもの

とする。この場合において、第４条に規定する申請書兼請求書を請求書として取り扱い、交付決定日

をもって請求日とみなす。

（申請が行われなかった場合等の取扱い）

第７条 市長は、支給対象者から第４条第２項に規定する申請期限までに同条第１項の規定による申請

が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

２ 市長が第５条の規定による支給決定を行った後、申請書兼請求書の不備による振込不能等があり、

市が確認等に努めたにもかかわらず申請書兼請求書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事

由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。



（不正利得の返還）

第８条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給を行っ

た給付金の返還を求めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、令和７年１１月１４日から施行する。

（失効）

２ この要領は、令和７年１２月１９日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第４条の規定によ

る申請がなされた給付金に係る第５条、第７条及び第８条の規定については、この要領の失効後も、

なおその効力を有する。



別表（第２条、第３条関係）

備考 区分４から７までについては、区分内で複数のサービスを提供していても、いずれか１つのサー

ビスを提供しているものとみなす。

区分 障害福祉サービス等事業所のサービス種別 支給金額

１ 施設入所支援（短期入所併設含む。） ７０万円

２ 共同生活援助（短期入所併設含む。） １４万円

３ 短期入所 １４万円

４

生活介護

就労継続支援

就労移行支援

１４万円

５
児童発達支援

放課後等デイサービス

１４万円

６

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

同行援護

保育所等訪問支援

７万円

７

計画相談支援

障害児相談支援

地域定着支援

地域移行支援

自立生活援助

７万円



様式第１号（第４条関係）

年 月 日

あきる野市長 殿

所 在 地

申請者 法 人 名

代表者名

あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金支給申請書兼請求書

あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金の支給を受けたいので、あきる

野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金給付事業実施要領第４条第１項の規定に

より、以下のとおり申請します。

また、支給の決定があったときは、以下の振込先に給付金の振込を依頼します。

※ 「ゆうちょ銀行」を指定する場合は、必ず振込用の店名・口座番号を記入してください。
※ 振込先の情報は、この給付金の支給目的以外には利用しません。

申請内訳書

給付金支給申請（請求）金額 円

金 融 機 関 名

銀 行
信 用 金 庫 本 店
農業協同組合 支 店
信 用 組 合 出張所
労 働 金 庫

種 目 普通 ・ 当座 口 座 番 号

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

サービス種別 事業所番号 事業所名称 支給金額

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

合計



様式第２号（第５条関係）

年 月 日

様

あきる野市長 印

あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金支給決定通知書

年 月 日付けで申請のあったあきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対

策支援給付金の支給については、あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金

給付事業実施要領第５条の規定により、以下のとおり決定したので通知します。

給付金支給決定額 円



様式第３号（第５条関係）

年 月 日

様

あきる野市長 印

あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金不支給決定通知書

年 月 日付けで申請のあったあきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対

策支援給付金の支給については、あきる野市障害福祉サービス等事業所燃料等価格高騰対策支援給付金

給付事業実施要領第５条の規定により、以下のとおり支給しないことと決定したので通知します。

不支給の理由：


